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市からの
お知らせ！！

●駅出張所 ☎ 467-2446・2447　業務時間／日〜土曜日 8:30 〜 17:15
（取扱い業務：戸籍関係証明書の発行、住民票・印鑑登録証明書の発行、市税の納入等）

知ってほしい、
「裏のマタハラ」

おるご～る
男女共同参画
わこうプラン推進委員だより わこうプラン推進委員

●● ●●人権文化課　☎424-9088

No.
186

『男女共同参画苦情等処理窓口をご利用ください!』
「市の男女共同参画推進施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼす施策への苦情」
や「セクハラや男女共同参画を阻害する人権侵害の相談」をお受けします。

人権文化課 ☎424-9088

　最近、マタハラという言葉も随分と
浸透し、職場でも発言に気を付ける人
も多くなってきたのではないでしょう
か? しかし女性の中には妊娠出来な
い、子どもが授からない、ということで
悩み、周りから発せられる言葉に傷つ
いている人もまた多くいるのだという
事を皆さんに知って頂きたいのです。
　実際、私も結婚して約8年間子ども
に恵まれず、仕事をしながら不妊治療
に通うという生活を6年続けてきまし
た。結婚生活が長くなればなるほど

「子ども作らないの?」「早くしないと高
齢出産になっちゃうよ!」と声をかけて
くる人は多いのです。中には夫婦二人
の人生でいい、と考えている人もいる
はずです。ですが、本当に子どもを望
んでいるのに子どもを持てない女性

にとって、周りからの何気ない発言は
時に「自分は女性としての価値がない
のでは?」と思わされるほど心に突き
刺さってくるのです。
　不妊の原因は女性が一方的に「問題
視」されることもありますが、少なから
ず男性にも不妊の原因がある場合もあ
ります。「裏のマタハラ」で傷ついてい
る男性もいるのではないでしょうか?
　妊娠しても、しなくても、そのことで
嫌な思いをしないですむ社会になる
ことを願っています。

男女共同参画推進係『わこうさん』

　もう、和光市のイメージキャラ
クター、わこうっちと妹のさつき
ちゃんはご存じですね。わこうっ
ちは新倉の長照寺にある大いちょ
う（樹齢約700年）に住むいちょう
の妖精、さつきちゃんは和光市の
花・さつきの妖精です。
　よく、わこうっちとさつきちゃ
んには人が入っているのですか、
と子どもたちに聞かれるのですが
「わこうっちもさつきちゃんも妖
精ですから、人が入るも入らない
もないですよ」というお返事をし
ています。皆様にも大人の答弁を
お願いいたします。
　さて、現在、わこうっちとさつき
ちゃんは「ゆるキャラグランプリ
2015」にエントリーしています。
全国から2,000以上のゆるキャラ
が集まり、人気を競っているので
すが、わこうっちたちは昨年に引
き続き、60位前後で健闘していま

す。日本中でこれだけ多くのゆる
キャラがしのぎを削る状況には驚
かされますが、人口がたった8万人
の和光市のイメージキャラクター
がこれだけ健闘しているのにも驚
きます。
　和光市は市民の地域への帰属意
識が希薄であるとよく言われます
が、わこうっちとさつきちゃんの
健闘を見ていると、「実際には皆さ
ん、地域を愛してくださっている
んだな」とうれしい気持ちになり
ます。いずれにしても、グランプリ
の戦いは11月16日まで続きます。
投票はひとつのメールアドレスや
端末から一日一票。折りたたみ式
の携帯からもアクセスできます。
　毎日一票、地域への愛をこめて、
わこうっちとさつき
ちゃんへの応援をよ
ろしくお願いいたし
ます。

わこうっちと地域愛
和光市長
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過
去
5
年
以
内
に
納
め
忘
れ
た
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
で

将
来
の
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で

き
る
「
後
納
制
度
」
が
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10
月
1
日

か
ら
3
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限
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の
特
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。
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説
明
会
で
は
「
年
末
調
整
の
し
か

た
」
及
び
「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収

票
等
の
法
定
調
書
の
作
成
と
提
出
の

手
引
」
な
ど
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
用

い
て
説
明
し
ま
す
の
で
、
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

日
時
／
11
月
18
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水
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時
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12
時

（
9
時
30
分
開
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）

場
所
／
朝
霞
税
務
署
3
階
会
議
室

※
車
で
の
ご
来
場
は
、
な
る
べ
く
ご

遠
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く
だ
さ
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又
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。
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こ
の
制
度
は
、
住
民
票
の
写
し
等

の
不
正
請
求
や
不
正
取
得
に
よ
る
個

人
の
権
利
侵
害
の
防
止
を
図
る
た

め
、
住
民
票
の
写
し
等
を
本
人
の
代

理
人
や
第
三
者
に
交
付
し
た
と
き
、

事
前
に
登
録
し
た
人
に
対
し
、
交
付

の
事
実
を
通
知
す
る
も
の
で
す
。

対
象
／
市
に
住
民
登
録
、
本
籍
が
あ

る
人
（
除
か
れ
た
人
を
含
む
）

持
ち
物
／
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
、
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ス
ポ
ー
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台
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ー
ド
な
ど
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付
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／
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◦
犬
の
登
録
は
生
涯
1
回
、
犬
へ
の

狂
犬
病
予
防
注
射
は
年
1
回
受
け

て
く
だ
さ
い
。

◦
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
た
ら
市

役
所
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
鑑
札
と
注
射
済
票
は
犬
に
必
ず
つ

け
て
く
だ
さ
い
。

◦
放
し
飼
い
は
や
め
ま
し
ょ
う
。
散

歩
の
時
は
必
ず
リ
ー
ド
を
つ
け
て

く
だ
さ
い
。

◦
散
歩
中
に
し
た
糞
は
必
ず
持
ち

帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

◦
異
常
に
鳴
き
つ
づ
け
る
な
ど
、
近

隣
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

◦
飼
育
環
境
を
整
え
、
家
族
の
一
員

と
し
て
終
生
可
愛
が
り
ま
し
ょ
う
。
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／
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／
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５
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０
０
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／
埼
玉
県
統
計
相
談
室

（
県
庁
第
2
庁
舎
1
階
）、
市
役
所
1

階
総
合
案
内
窓
口

情
報
推
進
課

☎
4
2
4

-

9
0
9
2

埼
玉
県
民
手
帳
を
頒
布

　
和
光
消
防
署
で
は
、
市
内
で
発
生

し
た
火
災
事
故
に
お
い
て
、
初
期
消

火
を
行
っ
た
大
島
実
さ
ん
に
対
し
、

7
月
10
日（
金
）に
池
ノ
内
消
防
署
長

か
ら
感
謝
状
を
贈
呈
し
ま
し
た
。
大

島
さ
ん
は
、
6
月
14
日（
日
）に
市
内

の
団
地
で
発
生
し
た
火
災
事
故
に
お

い
て
、
出
火
室
か
ら
燃
え
て
い
る
椅

子
等
を
屋
外
へ
搬
出
し
、
初
期
消
火

を
行
う
な
ど
、
迅
速
か
つ
的
確
な

行
動
で
火
災
を
早
期
に
鎮
圧
し
ま

し
た
。
大
島
さ
ん
は
、「
住
宅
用
火

災
警
報
器
の
音

で
火
事
に
気
付

き
、
夢
中
で
消

火
し
ま
し
た
。」

と
語
ら
れ
ま
し

た
。 和

光
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防
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和
光
消
防
署
で
は
、
7
月
10
日

（
金
）、
東
横
イ
ン
和
光
市
駅
前
に
対

し
、「
表
示
マ
ー
ク（
銀
）」
を
交
付

し
ま
し
た
。

　
表
示
マ
ー
ク
は
、
ホ
テ
ル
・
旅
館

等
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
当
該
建

物
が
防
火
・
防
災
管
理
上
の
表
示
基

準
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
消

防
機
関
が
審
査
し
、
適
合
し
て
い
る

と
認
め
る
場
合
に
交
付
す
る
も
の

で
、
有
効
期
間
が
1
年
の
「
表
示

マ
ー
ク（
銀
）」

及
び
同
3
年
の

「
表
示
マ
ー
ク

（
金
）」
が
あ
り

ま
す
。 和

光
消
防
署
消
防
課
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道
路
に
は
み
出
し
た
不
法
占
用

物
（
看
板
・
の
ぼ
り
旗
・
広
告
物
・

店
先
の
商
品
陳
列
・
段
差
ス
ロ
ー
プ

な
ど
）
は
、
通
行
に
支
障
を
来
す
だ

け
で
な
く
、
交
通
事
故
・
ケ
ガ
な
ど

の
発
生
原
因
に
な
り
ま
す
。
は
み
出

し
物
を
起
因
と
し
て
事
故
が
発
生
し

た
場
合
は
、
そ
の
所
有
者
が
事
故
の

責
任
を
追
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
無
断
で
道
路
に
設
置
す
る
こ
と

は
、
道
路
法
違
反
と
な
り
1
年
以
下

の
懲
役
、
又
は
50
万
円
以
下
の
罰
金

を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

道
路
へ
の
は
み
出
し
物
は
速
や
か
に

撤
去
、
並
び
に
道
路
に
設
置
し
な
い

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
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立看板店先の陳列商品
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